
平成25年度 ルール改正点 口修正点について

1 6人 制 改 正 点 ・ 修 正 点

【改正点】

(1)チーム構成について

試合のために 1チームは 12人までの選手と, さらに次のスタッフで構成することができる。

※コーチングスタンフ :1人の監督,最大 2人のアシスタントコーチ

※医療スタンフ :1人のチームセラビス トと1人の医師 (規則411)

なお,チームセラピス トについては,FIVB世界 公式大会のみに適用し,チームの構成は各大

会で決めることができる。 (付則の6)

(2)ス ターティングラインアップについて

記録用紙の選手 リス トに登録されていない選手がコー ト上にいることが発見された場合は,相

手チームの得点はそのまま有効で,さ らに 1点 と次のサービスが与えられる。間違いのあったチ

ームは,登録されていない選手がコー トに入つた時点から得たすべての得点とセット (必要であ

れば0-25と して)を失い,修正したラインアップシー トを提出し,登録されていない選手が

いたポジションに,登録されている選手を新たにコー ト上に送らなければならない。

(規月」7354)
(3)ヒ ットの特性について

サービスのレシーブでは,指を使つたオーバーハン ドの動作でダブルコンタクトやキャッチを

した場合は反則となる。 (規則924)

(4)ス クリーンについて

サービングチームの選手は, 1人 または集団でスクリーンを形成 し、サーバーおよびサービス

ボールのコースが相手チームに見えないように妨害してはならない。 (規則1251)

(5)遅延行為に対する罰貝1について

チームメンバーによる試合での最初の遅延行為に対しては “ディレイワーニング"の罰則が適

用される。 (規則1622)

同じチームによる2回 日以降の遅延行為は,どのチームメンバーが引き起こしても,ど のよう

な種類のものであっても,ペナッレティとなり “ディレイペナルティ
｀

の罰則が適用される。その

チームは 1点を失い,相手チームのサービスとなる。 (規則1623)

《 (第 9図 )lF_延行為に対する罰員」段階表》参照

(6)リ ベロの関わる動作について

不法なリベロツプレイスメントは,不法な選手交代と同様 とみなされる。

不法なリベロツプレイスメントが次のラリー開始前に発見された場合は,審半」員により訂正さ

れ,チームには遅延行為に対する罰則が適用される。

不法なリベロリブレイスメン トがサービスヒットの後に発見された場合は,不法な選手交代と

同じ処置がされる。 (規則19829)

(7)リ ベロの退場または失格について

リベロが退場または失格となった場合は,直ちにセカン ドリベロと入れ春わることができる。

もしもチームに 1人のリベロしかいない場合は,再指名することができる。 (規則 1951)
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(8)軽度の不法な行為について

軽度の不法な行為は,罰則の対象にはならない。主審には,チームが罰則のレベルに達 しない

ように防ぐ義務がある。

これは 2段階で処置される。

ステージ 1:ゲームキャプテンを通じて口頭での警告をする。

ステージ2: 該当する選手にイエローカー ドを使用 して警告をする。この警告はそれ自体が

制裁ではないが,そ の試合においてそのチームメンバーが (さ らにチームが)次

からは罰則になることを示 している。これは記録用紙に記録されるが,直ちに罰

則を受けることはない。 (規則211)

(9)不法な行為等と使用するカー ドの一覧について

警告 :罰則ではない 一 ステージ 1:口 頭での警告

ステージ 21イ エローカー ドでの警告

ペナルティ :罰則  ―  レッドカー ド

退場 :罰則 ― イエローカー ドとレッドカー ド (一緒に示す)

失格 :罰則 ― イエローカー ドとレッドカー ド (別 々に示す)

(規則216)

《 (第9図 )不法な行為に対する罰貝1段階表)参照

(10)FIVB世界 公式大会では,規貝」2425,24210に 記載されている任務はリザーブレフェリ

ーによつて行われる。 (規則242)

(ll)電子記録用紙を使用するFIVB世界 公式大会では,アシスタントスコアラーは記録員ととも

に選手交代の通知およびリベロリプレイスメントの確認を行 う。 (規則262)

(12)小学生バレーボール フリーポジション制競技規則について

1)試合の進行について

第 1セ ットおよび第 2セ ットでは, リー ドするチームが 11点 日に達したとき,第 3セ ット

では, リー ドするチームが 8点 目に達したときは, 30秒間のテクニカルタイムアウトが自動

的に適用される。 (第4条 6)

選手の健康と安全に配慮 して,特に 5月 から10月 までの間に開催する大会では,テ クニカ

ルタイムアウトは,給水のためのタイムアウトとして適用 し,選手に給水をさせなければなら

ない。 (小学生―付則の1)

2)各チームは, 1セ ットにつき 12回 までの選手交代が認められる。 (第 6条 )

【修正点】
規則をより読み易くするため,単語訳や表記を見直し,字句を修正した。

【ルールが明文化された事項】

(1)例外的な選手交代は,どんな場合でも正規の選手交代の回数には数えないが,記録用紙のセッ

トや試合の選手交代の合計欄に記録される。 (規則157)

(2)選手交代の要求とは,中断の間に,プ レーする準備のできた交代選手が選手交代ゾーンに入る

ことをいう。負傷による場合やセット開始前での選手交代を除いて,監督は選手交代のハンドシ

グナルを示す必要はない。 (規則15103a)

(3)も しも,そ のうち 1組が不法である場合には,正規の選手交代は許可されるが,不法な選手交

代は拒否され遅延行為に対する罰則が適用される。 (規則15104)
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29人 制 改 正 点 ・ 修 正 点

(1)遅延行為に対する罰則に提示すべきカー ドについて,遅延警告は黄カー ドでハン ドシグナルを

示し,遅延反則は赤カー ドでハンドシグナルを示すことに改めた。 (第 24条第 2項第 6表 )

(2)軽度の不法な行為に対する警告の処置について,再発を予防するため次のように改めた。

(第 25条第1項 )

第 1段階 チームにダームキャプランを通じ口頭で警告する。

第 2段階 競技参加者に黄カー ドを示し警告する。

競技参加者に対する警告は,公式記録用紙に記録し,その試合中有効とする。その試合中,同

じ競技参加者が軽度の不法な行為を繰 り返したときは,無作法な行為に該当するものとして罰則

を適用する。

(3)罰則を適用する不法な行為に対し提示すべきカー ドについて,次のように改めた。

(第 25条第2項 )

①反則は,赤カー ドで示す。

②退場は,赤 黄カー ドを一緒に示す。

③失格は,赤 黄カー ドを別々に示す。

(4)不法な行為に対する罰則段階表に「軽度な不法な行為Jを加え,提示すべきカー ドについて規

定を整備した。 (第 25条第3項第7表 )

(5)公式記録記入法の規定を整備 した。 (第12④,3(3),(5),(9)① )

(6)そ の他宇句を修正した。

3ソ フ ト ‐バ レー 改 正 点 ・ 修 正 点

【改正点】

競技参加者の不法な行為に対する罰則を段階表に基づいて明確な処置を行 うようにすることで

改正とした。 (Ⅵ l, 2)

【修正点】

(1)競技者の服装

キャプテンマークが付いていないときは,腕章 (ア ームバン ド)に代えることができる。

(Il-2-注解 )

(2)字句の修正を行つた。

4ビ ー チ ・ パ レー 改 正 点 ・ 修 正 点

【改正点】

(1)キ ャプテンについて

ボールがアウトオブプレーのとき,キ ャプテンだけが次の 3つの場合は審判員への・L言を許可

される。 (規則512)

競技規則の適用や解釈に関して説明を求める。

キャプテンは,主審の説明に納得できない場合は,プロテス トを要求することを,直ちに主審

に申し出なければならない。 (規則5121)
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次のことに関する許可を求める :

①ュニフォームを着替えること。

②サーバーの番号を確認すること。

③ネット,ボール,コ ー ト表面などをチェックすること。

④ラインをまつすぐに直すこと。 (規則5122)

タイムアウトを要求する。 (規則5123)

(2)相手チームのプレーに対する (主な)妨害について

「

ボールをプレーする動作中に,ネ ットの上部の自帯,またはアンテナの上部 8 0cmの どこか

に角虫オЪること。

ボールをプレーしながら同時にネットから支持を得ること。

ネットに触れることにより相手チームに対するアドバンテージをつくり出すこと。

・相手チームによる正当なボールヘのプレーの試みに対し,それを妨害する動作をすること。

(規則1143)

(3)ス クリーンについて

サービングチームの選手は, 1人でスクリーンを形成し,サーバーおよびサービスボールのコ

ースが相手チームに見えないように妨害をしてはならない。 (規則1251)

(4)軽度の不法な行為について

軽度の不法な行為は,罰貝Jの対象にはならない。主審には,チームが罰則レベルに達しないよ

うに防ぐ義務がある。

これは2段階で処置される。

ステージ1:ゲームキャプテンを通じて口頭での警告をする。

ステージ2:該 当する選手にイエローカー ドを使用して警告をする。この警告はそれ自体

が制裁ではないが,その試合においてそのチームメンパーが (さ らにチームが)

次からは罰則になることを示している。これは記録用紙に記録されるが,直ち

に罰貝」を受けることはない。 (規則201)

(5)不法な行為等と使用するカー ドの一覧について

警告 :罰則ではない 一 ステージ 1:口頭での警告

ステージ2:イ エローカー ドでの警告

ペナルティ :罰則  ―  レッドカー ド

退場 :罰則 ― イエローカー ドとレッドカー ド(一緒に示す)

失格:罰則 ― イエローカー ドとレッドカー ド(別 々に示す) (規則205)

《 (第6図)不法な行為に対する罰則段階表≫ 参照

(6)アシスタントスコアラーについて

アシスタントスコアラーは,記録席で記録員の隣に座 り,任務を遂行する。 (規則251)

【修正点】

(1)規則をより読み易くするため,単語訳や表記を見直し,字句を修正した。

(2)主審と副審の公式ハンドシグナルおよび線審 (ラ インジャッジ)の公式フラッグシグナフレのイ

ラストを修正した。 (第8図 ,第9図 )
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